
熱中症対策の推進について
R7.2.17 令和６年度第１回HSC審議会 資料４

★ 令和５年度までの和光市の主な熱中症対策について

・ 熱中症情報発信
暑さ指数（WBGT）２８以上の日はSNS（X,LINE）を使用して注意喚起を実施。
≪発信内容≫
暑さ指数（WBGT）２８～３０ → 厳重警戒
暑さ指数（WBGT）３１～３２ → 危険
暑さ指数（WBGT）３３以上 → 熱中症警戒アラート

・ わこうクールオアシス
埼玉県の実施する「まちのクールオアシス」事業に賛同し、熱中症対策のために、
市内公共施設等を「わこうクールオアシス」として指定。
≪取り組み内容≫
① 暑さの厳しい夏の日中に外出している方に、冷房の入ったスペースを一時的な
休憩所として提供。
② 熱中症予防についての情報を発信。

⇒熱中症対策については、国をあげて普及啓発に取り組んできたが、死亡者数は増加傾向。
今後、更に地球温暖化が進めば、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれることから、
法的裏付けのある、より積極的な熱中症対策を実施することとされた。
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★ 令和６年度以降の熱中症対策について

気候変動適応法改正

・ 気候変動の影響により、国内の年平均気温が上昇
・ 国内の熱中症による救急搬送者数や死亡者数が、高い水準で推移

↓
上記の事情を勘案し、気候変動適応法を改正（令和6年4月１日全面施行）
※熱中症対策を法に位置付け、熱中症対策を強化

★ 暑さ指数（WBGT）３５とは、過去に例のない暑さであり、海外では死亡者数が増加した事例もあり、人の健康に重大な被害
  を生じる恐れがある。また、県の試算では救急搬送者数が急増し、新型コロナウイルス感染症流行期の救急搬送者数を超える
  ことが予想されている。 2



★ 熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）

【令和６年度の和光市の取り組み】

〇 熱中症特別警戒アラート発表に備え、発表時に関係部署、市民への適切に情報伝達をするためのフローを
整備（発表時の市民周知には防災行政無線、防災・防犯情報メール、市HP、SNS等を活用）

〇 市HP、広報わこう、駅前デジタルサイネージ等を活用し、熱中症特別警戒情報の制度周知を実施

【市町村長の役割】
都道府県から熱中症特別警戒情報の通知を受けたときは、当該通知に係る事項を住民及び関係のある公私の
団体に伝達しなければならない。
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★ 暑熱避難施設（クーリングシェルター）指定・公表

暑熱避難施設（クーリングシェルター）指定基準

・ 熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、市町村内の冷房施設を有する施設を
指定暑熱避難施設として指定（市町村長が指定）。

・ 熱中症特別警戒アラート発表期間中、一般に開放する。

・ 指定暑熱避難施設は、あらかじめ「解放することができる日及び時間帯」を公表する。

・ 民間施設等を指定する場合は、協定を締結する。

【わこうクールオアシスとの違い】

埼玉県と市で協力を呼び掛けている「わこうクールオアシス」は、法定のものではないが、熱中症予防のために、
夏季外出時(令和6年6月1日から9月30日まで)に暑さをしのぎ涼むことができる一時休息所。

指定された施設は熱中症特別警戒アラートが発表されていない時でもクールオアシスとして利用できる。
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★ 暑熱避難施設（クーリングシェルター）指定・公表

【令和６年度の和光市の取り組み】
〇 市HP、広報わこう、駅前デジタルサイネージ等を活用し、クーリングシェルターの周知を実施。

〇 年度当初に市内公共施設（２７施設）を指定するとともに、民間企業との協定締結を進め、
令和６年度には４つの民間企業の施設（７施設）をクーリングシェルターに指定。

〇 指定したクーリングシェルターに簡易な熱中症対策用品を配布。（公共施設のみ）

【市内のクーリングシェルター 一覧】
〇 公共施設（２７施設）
市役所庁舎、健康増進センター、図書館、高齢者福祉センター、体育館、コミュニティーセンター、
地域センター、児童館など

〇 民間施設（７施設）
・ ウエルシア薬局和光丸山台店（調剤待合室）
・ ウエルシア薬局和光本町店（調剤待合室）
・ ベルク和光白子店（イートインスペース）
・ ベルク和光西大和店（イートインスペース）
・ ベルク光が丘店（イートインスペース）
・ イトーヨーカドー和光店（2階フロア共用スペース）
・ レインボーモータースクール（1階ロビー） 5
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